
阿賀野市条例第５号 

   阿賀野市立学校施設使用条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市立学校施設使用条例（平成２１年阿賀野市条例第５０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表中 

「 

水原中学校 体育館 ２５０ ３５０ 

」 

を 

「 

水原中学校 体育館 ２５０ ３５０ 

柔道場 １００ １５０ 

」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


